
１．健全化判断比率
（単位：％）

実 質 赤 字 比 率 － 3.75 5.00 

連結実質赤字比率 － 8.75 15.00 

実質公債費比率 19.6   25.0  35.0  

将 来 負 担 比 率 325.6   400.0  

早期健全化基準とは 　☆自主的な改善努力による財政の健全化が必要な水準

財政再生基準とは 　☆国等の関与による確実な再生が必要な水準

【比率の推移】 （単位：％）

増　減

実質公債費比率 20.5 21.1 20.9 20.7 19.6 ▲ 1.1 

将 来 負 担 比 率 315.7 322.2 323.5 326.9 325.6 ▲ 1.3 

２．資金不足比率
（単位：％、千円）

資金剰余額 事業の規模

公 共 下 水 道
事 業 会 計

－ 20.00 40,920 316,755

流 域 下 水 道
事 業 会 計

－ 20.00 21,415 0

電 気 事 業 会 計 － 20.00 7,683,553 4,595,675

工 業 用 水 道
事 業 会 計

－ 20.00 3,314,055 1,799,231

病 院 事 業 会 計 － 20.00 317,017 7,389,658

※事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額

趣　　　旨　　　等

一般会計等に係る実質赤字額の標準財政規模
に対する比率
【フロー指標】

全会計に係る実質赤字額（資金不足額）の標
準財政規模に対する比率
【フロー指標】

一般会計等が負担する元利償還金等の標準財
政規模に対する比率
【フロー指標】

一般会計等が将来負担する公社等も含めた実
質的負担額の標準財政規模に対する比率
【ストック指標】

令和３年度算定（令和２年度決算）健全化判断比率等について

　○地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和３年度に算定した「健全化判断比率」
　　及び「資金不足比率」を次のとおり公表します。

区 分 比　　率
早期健全化
基　　　準

財政再生
基    準

※標準財政規模とは、その団体の標準的な一般財源収入であり、標準税収入額等＋普通交付税額＋臨時財政対策債
　発行可能額の合計。（実質公債費比率及び将来負担比率における標準財政規模は、算入公債費等を控除した額）

Ｒ３

　　 ○財政再生計画の策定（議会の議決）、外部監査の要求の義務付け。

区 分 比　　率
経営健全化
基      準

区 分

　　 ○財政再生計画の策定に当たり、総務大臣の同意を得ていない場合は、
       災害復旧事業債を除き起債を制限。

公営企業ごとの資金の不足
額の事業規模に対する比率
【フロー指標】

　　 ○財政健全化計画の策定（議会の議決）、外部監査の要求の義務付け。
　　 ○実施状況を毎年度議会に報告し公表。

参　　　　　　　　　考
趣　　　旨　　　等

Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２Ｈ２９



１

1,353,652,203 千円

２

1,353,652,203 千円

３

４

①－②＝（Ａ）

③－④＝（Ｂ）

（Ａ）÷（Ｂ）＝

1,129,743,959

標 準 財 政 規 模 ③ 1,353,652,203

算 入 公 債 費 等 の 額 ④ 223,908,244 325.6%

基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 2,643,575,248

3,679,469,130

充 当 可 能 特 定 歳 入 87,955,554 3.0%

充 当 可 能 基 金 192,610,120 6.6%

90.4%

連 結 実 質 赤 字 額 0 0.0%

組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0.0%

充 当 可 能 財 源 等 ② 2,924,140,922 100.0%

退 職 手 当 負 担 見 込 額 470,539,014 7.1%

設立法人の負債額等負担見込額 26,653,913 0.4%

公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額 37,136,606 0.6%

組 合 等 負 担 等 見 込 額 9,193,348 0.1%

地 方 債 の 現 在 高 6,025,906,410 91.3%

債務負担行為に基づく支出予定額 34,180,761 0.5%

金　　　額 割　　　合

将 来 負 担 額 ① 6,603,610,052 100.0%

３カ年平均 19.6%

将 来 負 担 比 率

区　　　　　　　　　　　　分

223,908,244 1,353,652,203

令和 元 年度 19.77682%

令和 ２ 年度 19.28316% 230,907,101 210,851,499

215,308,002 239,318,016

232,873,513 1,344,611,193

実 質 公 債 費
比 率

公 債 費 充 当
一般財源等額

20.03067% 246,938,496

標 準 財 政 規 模

連 結 実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 額

＝

－

☆実質赤字比率は、一般会計及び特別会計（公営事業会計等を除く）を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する
　比率であり、北海道においては実質赤字額が生じていないため、比率は算定されていません。

健 全 化 判 断 比 率 の 算 定 概 要

実 質 赤 字 比 率

一 般 会 計 等 の 実 質 赤 字 額

＝ －

－

☆連結実質赤字比率は、全ての会計を対象とした実質赤字額（資金不足額）の標準財政規模に対する比率であり、北海
　道においては連結実質赤字額が生じていないため、比率は算定されていません。

（単位：千円）

（単位：千円）

－

準元利償還金
一般財源等額

基 準 財 政
需 要 額
算 入 額

標準財政規模

☆実質公債費比率は、一般会計等が負担する公債費（借金の返済）等に充てた一般財源等の標準財政規模（交付税の基
　準財政需要額算入額を控除）に対する比率であり、北海道は、これまで地方債を財源として、積極的に公共投資を実
　施してきたことや、収支不足を補てんするために行政改革推進債や退職手当債を発行してきたことなどから、道債償
　還費が多額のため、高い水準で推移しています。

246,237,133

1,352,253,956

☆将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき一般財源等（実質的な負債）の標準財政規模（交付税の基準財政需要
　額算入額を控除）に対する比率であり、北海道は将来負担額の大部分を地方債の残高が占めています。
☆これは、実質公債費比率と同様に、これまで地方債を財源として、積極的に公共投資を実施してきたことや、収支不
　足を補てんするために行政改革推進債や退職手当債を発行してきたことが主な要因となっています。

標 準 財 政 規 模

実 質 公 債 費 比 率

(A+B-C)/(D-C) Ｃ Ｄ

平成３０年度

Ａ Ｂ

206,502,701


